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午前１０時００分 開議 

○議長（加澤 明君） おはようございま

す。 

 出席議員は定足数に達しておりますので、

会議は成立いたします。 

 これより、本日の会議を開きます。 

───────────────── 

○議長（加澤 明君） 本日の議事は、タブ

レットに配信しております議事日程第３号を

もって進めます。 

───────────────── 

  ◎日程第１ 市政に対する一般質問 

○議長（加澤 明君） 日程第１ 市政に対

する一般質問を行います。 

 鈴木重正議員の登壇を願います。 

 鈴木議員。 

○７番（鈴木重正君） 皆さん、おはようご

ざいます。 

昨年６月、青森新時代を掲げた若きリー

ダー、宮下知事が県民の圧倒的な支持を得て

誕生したことは記憶に新しいところでありま

す。知事就任後、青森トランスフォーメー

ション、青森大改革を基本理念とした県基本

計画、青森新時代への架け橋を策定し、仕

事、健康、子供、環境、交流、地域社会、社

会資本の七つの政策テーマに、時代が求める

実行力、発信力、スピード感をもって力強く

その取組を前進させている姿に、私は青森県

の未来に一筋の希望の光を見ております。 

そうした中で、去る１０月には人口減少、

少子化に歯止めをかけようと、「こどもへの

投資が青森県の未来を拓く」を基本理念とし

て、合計特殊出生率と人口の純移動率の向上

を目標に、若者や女性の定着、家庭と仕事の

両立、子育て環境の改善など五つの政策を柱

にした、こども・子育て「青森モデル」が発

表されたところでありますが、三沢市におい

ても子供への投資が三沢の未来を拓くとの考

えの下に、様々な取組が進んでいくことを願

うものであります。 

さて、子は宝と言いますが、一生のうちに

親として、保護者として子供と一緒に過ごせ

る時間は、どれくらいあるのでしょうか。長

い人生の中で子供と一緒に過ごせる時間はと

ても短く、多くの親たちが子供が小さいうち

にもっといっぱい遊んでおけばよかった、

もっといろいろなところに連れて行ってあげ

ればよかったと後悔するとも言われておりま

すが、かく言う私もその一人であります。 

一説によれば、長い人生の中で我が子と一

緒に過ごせる時間は、母親は約７年６か月、

父親は約３年４か月、そして我が子と一緒に

過ごせる時間は、子供が小学校卒業時には既

に半分以上経過しているそうであります。こ

の限られた子供と一緒に過ごせる時間をより

充実したものにするために、私はラーケー

ションという制度に注目しております。 

ラーケーションとは、学習（ラーニング）

と休暇（バケーション）を組み合わせた造語

で、平日に家族や保護者と一緒に校外学習、

家庭学習を行うことを目的とした休みを取得

できる制度で、昨年９月に愛知県で初めて導

入され、本年４月からは茨城県でも導入され

ております。 

制度設計はいろいろとありますが、基本的

にラーケーションでは、事前に届けを申請し

た平日に学校を休み、保護者や家族と一緒に

校外学習、家庭学習を行います。保護者等の

休暇に合わせて、年に数日ラーケーションの

日を取得できます。この期間中、子供が保護

者等とともに、校外、家庭や地域で体験や探

求の学び、活動を自ら考え、企画し実行する

学習活動を行います。 

ラーケーションの日は、学校に登校しなく

ても欠席とはならず、連続して取得すること

も分散して取得することもできますが、取得

しなかった日を翌年度に繰り越すことはでき

ませんというような内容となっております。 

活動の例として、映画を見に行ったり、美

術館や水族館、図書館などに行ってもよいで

しょう。自宅で料理をしたり、趣味の時間を

過ごしてもよいでしょう。公園や体育館など

で体を動かしたり、スポーツを楽しんでもよ

いでしょう。数日かけてどこかに旅行に出か
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けてもよいでしょう。このように、その活動

は多種多様なものになります。 

平日に家族で校外学習、家庭学習をするこ

とで、子供たちがふだんとは異なる環境で経

験や学びを得る機会をつくっていく。家族と

ともに自然と触れ合ったり、芸術に接した

り、体を動かしたり、旅行に行ったりするこ

となどを通して、多様な体験ができます。 

また、ラーケーションの日の計画を子供た

ち自らが考えることによって、子供たちの主

体性や自主性を伸ばすことが期待できます。

また、保護者にとっては、子供と一緒に過ご

せる時間がより充実したものになっていくだ

けではなく、ラーケーションが広まることで

平日に休暇を取りやすくなるなど、ワーク・

ライフ・バランスの充実にもつながっていき

ます。 

さらに、平日に活動できるため、どこかに

行くにしても、何かをやるにしても、土日や

ゴールデンウィーク、夏休み、冬休み期間な

どと比べて料金も安く、混雑も少ないなど、

経済的・時間的なメリットもあります。 

そこで、私は、ぜひ学校ではできない学び

の充実と、親、保護者と子供とが一緒に過ご

せる限られた時間をより充実したものにする

ために、市内小・中学校におけるラーケー

ションの導入を提案するものであります。 

本件について、市当局の御見解をお伺いい

たします。 

次に、ふるさと納税についてであります。 

ふるさと納税に関しては、６月の第２回定

例会において、２０２２年度の寄附金受入額

実績で、当市が県内１０市の中で突出して最

下位という状況にあることから一般質問をし

たところ、三沢市では、返礼品等の魅力発信

を通じて応援者を増やすというような目標の

下、ふるさと納税に取り組んできたが、全国

や県内自治体と比較しても、多額の金額を寄

附していただいている状況とは言い難く、決

して望ましい結果ではないことから、市とし

ても改善が必要であると考えている。寄附額

が県内１０市中１０番目ということもあるの

で、何とかここは意を決していい方向に向く

ように最善の努力を傾注していきたいという

ような御答弁をいただき、今しばらく今後の

取組状況を注視しようと思っていたところで

ありますが、その後の状況を踏まえて、予算

編成や組織編成、人事異動の時期を前にした

今定例会において改めて質問するものであり

ます。 

去る８月、ふるさと納税制度による２０２

３年度の寄附額が公表され、総務省によれ

ば、ふるさと納税で全国の自治体に寄附され

た総額は１兆１,１７５億円で、初めて１兆円

を超え、前年度を１,５２１億円上回り、４年

連続で過去最高を更新。また、去年１年間に

ふるさと納税を利用して、今年度の住民税の

控除を受けるのは約１,０００万人で、前年度

より１０７万人余り増え、これまでで最多。

住民税を収めている人は全国でおよそ６,００

０万人、６人に１人がふるさと納税を利用し

たということになるということです。 

全国で最も寄附額が多かった自治体は、宮

崎県の都城市で約１９４億円、東北地方では

宮城県気仙沼市の約９５億円となっておりま

す。青森県内では、弘前市が４年連続トップ

の１３億３,７０３万円、次いで１０億円台で

青森市、五所川原市と続いております。 

県内１０市で見てみると、我が三沢市は対

前年度比２７.７％減、１０市中最下位の１,

５５８万円。９位の十和田市は１億１,５８４

万円であり、その差は開く一方で、誠に残念

ながら引き続き１０市の中で突出した最下位

の状況にあります。 

さらに９月には、総務省が公表した２０２

３年度のふるさと納税実績を基に、寄附受入

額から返礼等に係る経費や他自治体への寄附

によって流出した住民税額等を差し引いた実

質的な収支を試算した結果、県内４０市町村

のうち六ヶ所、三沢、大間の３市町村が赤

字。その額は六ヶ所村が１,０２９万円、三沢

市が９６２万円、大間町が２６万円というよ

うな衝撃的な報道がなされました。 

２００８年から始まったふるさと納税制
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度、今や全国の自治体に１年間で寄附される

総額は１兆円を超え、住民税を納めている人

の６人に１人が利用するという制度に発展し

てきている中で、私に言わせれば、ふるさと

納税という制度において、残念ながら三沢市

は明らかに自治体間競争に負けており、それ

だけではなく、実質的な収支が赤字というこ

とは、市民の皆さんに不利益を被らせている

状況にあるということで、決して看過するこ

とはできません。 

令和７年度予算編成方針において、財政の

今後の見通しについて、市税や普通交付税な

どの一般財源の大幅な増加は見込めない中、

公共施設の大規模改修や他会計への繰出し、

少子高齢化に対応する社会保障施策に要する

経費の増加に加え、人件費や物価高騰に伴う

各種経費の増加などが見込まれ、財政運営は

厳しさを増していくことが予想されるとして

おりますが、厳しい財政状況にあるからこ

そ、少しでも多くの一般財源を確保するため

に稼ぐ自治体となって、ふるさと納税をはじ

めとするありとあらゆる最大限の努力をして

いかなければならないのであります。 

この予算編成方針の留意事項の中で、歳入

に関する事項として、ふるさと納税及び企業

版ふるさと納税の受入れ拡大に向けた取組を

図ることと明記されておりますが、今後一体

どのような取組をしていくお考えなのでしょ

うか。 

私は市民の皆さんに、不利益を被らせてい

る状況にあるということを踏まえて、寄附金

受入額増加に必要な予算をきちんと確保し

て、ふるさと納税課であるだとか、シティプ

ロモーション課であるだとかと組織体制を

しっかりと整備して、さらにそこに適材適所

の人員を配置して、まさにこれまでとは異次

元の取組をしていかなければいけないと考え

るところであります。 

そして、市民の皆さんに利益をもたらすた

めに、市長が先頭に立って、実行力、発信

力、スピード感を持って、オール三沢の力で

ふるさと納税の受入れ拡大に向けた取組を進

めていかなければならないのであります。 

そこで１点目として、実質的な収支が赤字

というのは、２０２３年度に限ったことなの

か、過去３か年の実質的な収支額についてお

伺いいたします。 

２点目として、寄附金受入額増加への今後

の取組についてお伺いするものであります。 

壇上からの質問は以上で終わります。 

いずれもぜひ前向きな御答弁をよろしくお

願い申し上げます。 

○議長（加澤 明君） ただいまの鈴木重正

議員の質問に対する当局の答弁を求めます。 

 市長。 

○市長（小檜山吉紀君） おはようございま

す。 

 ただいまの鈴木議員御質問の行政問題のふ

るさと納税についての第１点目、過去３か年

の実質的な収支額については私から、そのほ

かにつきましては、教育長並びに政策部長か

らお答えをさせますので、御了承を願いたい

と存じます。 

ふるさと納税制度は、生まれ育った故郷や

自らが選んだ自治体に寄附を行うことで、そ

の自治体を応援することができるよう創設さ

れたものであります。 

ふるさと納税として寄附金を受け入れた自

治体は、その寄附金を活用し、子育てや移住

支援など、様々な行政サービスの充実を図る

ことができるほか、寄附者に対し地元の特産

品などの返礼品を提供することで、さらなる

まちの魅力発信と地域経済の活性化につなげ

ることができます。また、寄附者にとって

も、自治体の応援をしながら全国各地の特産

品を味わったり、現地に赴き観光地などを楽

しむことができるなど、ふるさと納税制度の

利用者は、近年増加傾向にあるところであり

ます。 

御質問の過去３か年の実質的な収支額につ

きましては、当市が寄附金を受け取った金額

から返礼品や配送料、その他手数料などを差

し引いた金額を収入増額とし、一方で三沢市

民が他の自治体へ寄附することにより、その
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寄附者の個人市民税が控除され、一部国から

の補塡があるものの、市税の減少金額を収入

減額とした場合で申し上げますと、令和３年

度については、約２２万円の収入増、令和４

年度については約３３２万円の収入減、令和

５年度については、約９３７万円の収入減と

なっている状況でございます。 

私からは、以上であります。 

○議長（加澤 明君） 政策部長。 

○政策部長（田中 浩君） 行政問題のふる

さと納税についての第２点目、寄附金受入額

増加への取組についてお答えいたします。 

当市では、これまでふるさと納税を活用し

た寄附金の増額に向け、当市の魅力を伝える

返礼品の開発や登録、ふるさと納税専門サイ

トによる情報発信などに取り組んでまいりま

した。今年度は、昨年に立ち上げた庁内検討

グループ会議で取りまとめたアイデアなどを

基に、返礼品の製造、販売をする事業者等と

調整し、当該制度での事業者登録を進めた結

果、５品目について新たに国の承認をいただ

き、本年９月から追加することができ、少し

ずつではありますが、返礼品の品数を増やす

取組を行っております。 

加えて、本年８月１日には、三沢市出身の

プロ野球選手、種市篤暉投手が所属する千葉

ロッテマリーンズのホームゲームにおいて、

三沢市の冠協賛試合「ＴＨＩＳ ＩＳ ＭＩ

ＳＡＷＡナイター」を開催し、来場者に対し

観光や移住施策だけでなく、ふるさと納税に

ついても積極的にＰＲ活動を行い、寄附金の

さらなる受入れに向けて取り組んだところで

ございます。 

御質問の寄附金受入額増加への今後の取組

につきましては、現在当市へのふるさと納税

寄附者は、半数以上が首都圏在住の方となっ

ておりますことから、これらの寄附者の傾向

や人気返礼品のトレンドなどを分析するとと

もに、より多くの皆様に当市の魅力を効果的

に発信できるよう、次年度においては、ふる

さと納税に特化した展示会イベントへの出展

を検討しているところでございます。 

今後におきましても、事業者の協力の下、

新たな返礼品開発に注力するとともに、ＳＮ

Ｓでの情報発信のほか、首都圏や関西圏など

の都市部でのイベントへの出展など、商品開

発とシティプロモーション活動の両面を積極

的に実施することで、多くの皆様に当市を応

援していただけるよう鋭意取り組んでまいり

たいと考えております。 

以上でございます。 

○議長（加澤 明君） 教育長。 

○教育長（山内康之君） 教育問題の市内

小・中学校におけるラーケーションの導入に

ついてお答えいたします。 

ラーケーションは、児童生徒が平日に休ん

で、家族や保護者と一緒に校外学習ができ、

登校しなくても欠席扱いにしないという制度

でありまして、愛知県と大分県別府市が２０

２３年度の２学期から導入し、徐々に各自治

体に広がりを見せていることは承知しており

ます。 

子供も保護者も多忙の中、共働き家庭も多

くなっていることもあり、家族で触れ合う時

間を確保することは容易ではなく、とりわけ

土日に勤務のある保護者にとっては、切実な

課題であると捉えております。 

また、博物館、美術館、郷土館等の施設で

家族と学ぶことや、自宅での調理やＤＩＹ等

を家族で体験するなどの学校での学習と関連

づけた校外での学びや体験は、子供の健全な

成長に不可欠なことであり、家族の良好な関

係を育むことにもつながると考えておりま

す。 

今後は、同様の制度を実施している先進自

治体の取組から学ぶとともに、校長会やＰＴ

Ａ等の学校現場の意向も踏まえ、かつ県教育

委員会や上北管内の他市町村教育委員会とも

協議しながら、調査・研究を進めてまいりた

いと考えております。 

以上であります。 

○議長（加澤 明君） 鈴木議員。 

○７番（鈴木重正君） まず、ラーケーショ

ンから再質問させていただきます。 
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 大変、私は今、前向きな調査・研究を進め

ていただけるのだろうというふうに御答弁を

受け止めました。先ほど教育長からもありま

したけれども、例えば土日仕事の方、平日が

休みで子供と遊ぼうと思っても学校に行って

いるという状況、その土日を休まなければい

けない。土日休んで行っても混雑もしている

し、経費もかかるしというようなところもあ

り、逆に土日等々が休みの方でも、平日に休

暇を取らなければいけない。今、有休の促進

ということもあって、休日でも子供たちは学

校に行っていてというような状況もあるし、

先ほど言ったとおり、子供と親が触れ合う、

保護者が触れ合う時間、一緒に過ごせる時間

というのは、本当に限られた時間で、また一

緒に過ごすことで得るものというのは非常に

大きなものがあるのではないかと私は思って

います。 

私も父親がいつ仕事でいつ休みだったかな

んていうのはよく分からないのですけれど

も、とにかく土日も含めてあまり家にはいな

かったなと。そういう中でも、たまに旅行に

連れて行ってもらったり、たまにキャッチ

ボールしたり、非常に今でも鮮明に覚えてい

ます。やはりその中で、私は下手だけれど

も、父親とキャッチボールしたあのうれし

さ、喜びという中で、ちょっと野球は面白い

な、やってみようと、そういうきっかけにも

なったですし、そういう意味で子供と触れ合

う時間というのは本当に大切だと。それぞれ

の家庭の事情等々あろうと思いますけれど

も、やはりそういう時間を少しでも得られ

る、得ることができる環境をつくっていくと

いうことが非常に大切ではないのかと。そう

いう思いで今回このラーケーションという制

度を提案させていただきました。 

今の御答弁の中で、非常に前向きに、校長

会であるとか、ＰＴＡの皆さんの意見も聞い

てみたいとか、先進地の事例も研究してみた

いという中で、あと最後に県教育委員会とか

上北他市町村の教育委員会とも話をするよう

なコメントがありました。私、ちょっと教育

の現場というか、その仕組みがよく分かって

いないので申し訳ないですけれども、法令上

問題がない……、もちろん意見は聞くのは大

切かもしれないですけれども、法令上問題が

なくて、三沢市教育委員会独自にこのラー

ケーションという制度を導入できるのなら

ば、仮に皆さんの意見を聞いて、よし、これ

は導入してみようという前向きな中で、例え

ばそこで県の教育委員会であるとか他町村の

教育委員会であるとか、そういう方々から多

少の待ったというか、ちょっとマイナス的な

意見があったとしても、私はぜひ進めていた

だきたいと。やるのでやれば、そのくらいの

覚悟を持って進めていただきたいと。 

現に今、愛知県は県です。昨年から茨城県

でもやっています。その他自治体単独で、先

ほどおっしゃられた別府市であるだとか、あ

とは日光市であるだとか、やっているので、

多分法令上、市独自でもできるのではないの

かなと私は思っているのですけれども、その

辺を踏まえて、ぜひ、仮に進むとなれば、そ

ういう他の方々、他というか県とか、他の自

治体の教育委員会であるとか、上十三の教育

事務所であるとかからマイナス的な意見が

あったとしても、それに負けずに進んでいた

だきたいと思うところがありますが、それに

対して教育長の御見解をお聞かせいただけま

すでしょうか。 

○議長（加澤 明君） 教育長。 

○教育長（山内康之君） マイナス部分のそ

ういう指摘があっても前向きに進めようとい

う御指摘でございましたが、それについてお

答えしたいと思います。 

実施している自治体を見ますと、その多く

は観光業だとか自動車産業が盛んなところだ

とか、そういうところに位置しておりまし

て、土日は繁忙期、平日は比較的休みやすい

環境にある、そういう地域だというふうなこ

とでもあります。当市の状況とはやや異なる

ものと考えております。そういう意味で、教

育現場におけるその必要性だとか、あるいは

メリット・デメリット等を鑑みることは大事
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なこととは思っております。また、まだ思慮

の段階ではありますけれども、経済的な状況

だとか、あるいは家庭の状況で休めるお子さ

ん、そして休めないお子さん、そういった

方々の公平性に欠けるというような御指摘も

ありますので、そういった課題にも対応して

いかなければいけないと考えております。 

さらに、ラーケーションを取得中に事故に

遭った場合、学校で事故に遭った場合には、

日本スポーツ振興センターの保険がかかって

いるわけでありますけれども、同じラーケー

ションを行った場合、家庭での学習というふ

うなことにもなる。その辺のところが、要は

その保険にかかるのかどうか等も様々考慮し

ながら、これらのことも含めて先進自治体の

取組から慎重に調査してまいりたいと考えて

いるところでございます。 

以上でございます。 

○議長（加澤 明君） 鈴木議員。 

○７番（鈴木重正君） いずれにしても、ぜ

ひ前向きに調査・研究というものを進めて

いっていただきたいと思います。 

次に、ふるさと納税についてであります。 

１点目の過去３か年の実績ということで、

市長から御答弁をいただきました。報道に

あった２０２３年度だけではなくて、２０２

２年度も実質的収支を見ると赤字だったと、

約３３０万円。その前は、かろうじてと申し

ますか、２２万円。そういう状態、状況に

あったということは、私は初めて報道で知っ

たのですけれども、交付税で措置されるとい

うのは私の知識の中にもあったので、まさか

そこで赤字になっていると思っていなかった

のですけれども、それが昨年の例でいくと、

報道は９６０万円でしたか。三沢市の認識で

いくと、９３７万円ということであります。

いずれにしても、９００万円以上の損失、市

民にとって損失を与えている、市民に不利益

を被らせているという状況を、多分報道の以

前から知っていたのだろうと思うのですけれ

ども、この状況を、人それぞれ感じ方はある

と思います。私は大変、本当に先ほども言っ

たけれども、看過できる状況ではない。それ

はなぜかというと、市民の皆さんに９３０万

円なりという金額がなくなったことによっ

て、減収されたことによって不利益を与えて

いるのです。それがあったならば、市民の皆

さんが受けられる行政サービスというのは

あったはずです。それを受けられない状況に

なっている。一生懸命やっているのは分かり

ます。だけれども、結果としてそういう状況

にあるということは、本当に重く受け止めな

ければいけないことではないのかと私は思い

ます。ほかの方々の見方というのもあると思

います。 

そこで、せっかくこの実績を市長から答弁

いただきましたので、どうでしょう。市長、

昨年、一昨年とこの実質収支が赤字になって

いる状況というのを市長はどのように今受け

止められておられるのか、御答弁をお願いい

たします。 

○議長（加澤 明君） 政策部長。 

○政策部長（田中 浩君） ただいまの再質

問にお答えいたします。 

市ではどのように、この赤字をどういうふ

うに思っているのかというようなことで…

…。（「いやいや、違う違う。私の質問と違

う。趣旨が違う。市長はどう思っていますか

という質問です。市ではどう思っているのか

は聞いていません。議長、そこはちゃんと

やってください。」と呼ぶ者あり） 

○議長（加澤 明君） 政策部長。 

○政策部長（田中 浩君） まず赤字になっ

ていることに関しましては、非常に重く受け

止めてございます。先ほども申し上げました

ように、担当課では一生懸命頑張っている状

況ではございますけれども、結果として赤字

になっていることは大変申し訳なく思ってご

ざいます。というようなこともございまし

て、来年度、新たな返礼品開発というところ

もございますし、各種イベントへ直接訪問し

て、イベントでの活用というところで、何と

か赤字解消というところを目指して頑張って

まいりたいと考えてございます。 
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以上でございます。 

○議長（加澤 明君） 市長、鈴木議員の質

問に対して答弁をお願いいたします。 

○市長（小檜山吉紀君） 同じような答弁で

す。 

○議長（加澤 明君） 同じような回答でも

答弁席で答弁していただければ。同じ回答

で。 

○市長（小檜山吉紀君） ただいまの鈴木議

員の御質問にお答えします。 

まず、赤字になったということについて

は、私の不徳の致すところかなと思っていま

すけれども、職員皆さんはいろいろ創意工夫

しながら、知恵を出し合いながらやった結果

でございますので、まだそれをきちんと精査

する前に職員を責めるのは、したくないと。

これからどういう方向で赤字解消になるの

か。しかしながら幸いなことに９３７万円の

ところの７５％は国から補塡されますので、

実質的な赤字率というのは、大したことない

とは言いませんけれども、二、三百万円のと

ころでございますので、これがさらに大きく

ならないように、これからまず第一歩として

赤字解消に向けて進めていきたいと思います

ので、御容赦願いたいと思います。 

以上です。 

○議長（加澤 明君） 鈴木議員。 

○７番（鈴木重正君） 私は、先ほどの再質

問で、その考え方というか捉え方というのは

人それぞれで、いろいろな捉え方があるのだ

ろうという中で市長の捉え方というのをお聞

きしたのですけれども、今、市長の答弁であ

りました。９３７万円赤字、これが交付税で

戻ってくる。なので、実質的な赤字はそんな

にいっていないというような趣旨だと思うの

ですけれども、先ほど、最初の答弁では、寄

附が受け入れられました額から経費を引い

て、さらに三沢市の他市町村自治体への住民

税控除額、交付税を措置、そういったものを

考慮したところ９３７万円という答弁だと

私、聞いていたのですけれども、実質的な赤

字というのは、そうするともっともっと少な

いということでよろしかったか。これは政策

部長、これは多分数字的なことですので、政

策部長、ちょっと御答弁いただけますか。 

○議長（加澤 明君） 政策部長。 

○政策部長（田中 浩君） ただいまの再々

質問にお答えいたします。 

実質的赤字というのは、先ほど申し上げま

したように、まず三沢市に寄附していただい

た方がございます。これから返礼品、あるい

は手数料等差し引いた金額、これは当然黒字

なのですけれども、三沢市民が他の市町村へ

納税した分というのは、当然住民税が減りま

すので、その分についての７５％が交付税で

戻ってきます。 

先ほど市長が９３７万円から７５％という

ことでお話ししましたけれども、そうではな

くて、住民税、他の市町村へ納税した方の７

５％が交付税として戻ってくる。それを差し

引きますと９３７万円という赤字というよう

な状況でございます。 

以上でございます。 

○議長（加澤 明君） 鈴木議員。 

○７番（鈴木重正君） 大変申し訳ないです

けれども、ちょっと市長の認識が甘いという

か、先ほどの話だと９００何ぼは赤字ではな

いのだと、実質的にはそこから交付税で戻っ

てくるのだというようなお話だと、そもそも

の認識がちょっと甘いのだろうと言わざるを

得ないと思っています。 

２点目ですけれども、今、先ほど政策部長

から、るる今後の取組についてお話がありま

した。私はもちろん理解もしています。一生

懸命というか、職員の方々は一生懸命やって

いる。けれども、限界があるのです。例え

ば、このふるさと納税赤字だという新聞記事

が出たときに、三沢市の職員の方のコメント

として、いろいろと返礼品案はあるけれど

も、人手不足もあって、なかなか調整が進ん

でいかないと。まさに本当に実際やっている

方の生の声だと私は思います。広報広聴課の

シティプロモーション係、係長１人とあと下

に２人ぐらいいるのかな、毎月広報紙を作っ
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て、シティプロモーションをやって、さらに

ふるさと納税でなかなか手が回らないと思い

ます。それが実態だと思います。 

ですので、一般質問の壇上からも述べたと

おり、まずそういう、先ほど言った、中央で

のイベント等々に用いている、そういう必要

な予算、しっかりと新年度予算で措置してく

ださい。 

さらに、今の体制ではなかなか難しい。で

すので、組織をきちんと整備してください。

そして適材適所。このふるさと納税というの

は、どちらかというと稼ぐというところもあ

るので、なかなかそういうのが得意な方、役

所の仕事をちょっと超えた、豊かな発想だと

か行動力、そういうのがある、そういう適材

適所の人員を配置して、しっかりとやってい

くのだと。取り組んでいくのだと。ぜひそう

いう決意というか、そういうことに取り組ん

でいくということについての市の考えという

か、見解を御答弁いただけますでしょうか。 

○議長（加澤 明君） 総務部長。 

○総務部長（織笠一任君） ただいまのふる

さと納税に関して、組織とか適材適所の人員

配置についてということでの再質問にお答え

いたしたいと思います。 

当市のふるさと納税についての先ほどの実

質収支が赤字となっていることにつきまして

は、市の組織体制や人事を担当する総務部と

いたしましても、大変深刻に受け止めている

ところでございます。 

当市の行政組織の体制につきましては、限

られた職員で効率的かつスピード感を持って

多様な行政ニーズに的確に対応していくため

に、各部長等が委員となっている組織等検討

委員会において、次年度の組織体制や人員配

置について協議を行っております。 

御質問のふるさと納税についての組織体制

や適材適所の人員配置ということにつきまし

ては、その組織等検討委員会の中でもふるさ

と納税に関する事務について、関係部長と協

議を行っております。その中で、当市のふる

さと納税における課題は、いかに魅力ある返

礼品を開拓できるかということでありまし

て、それに取り組むためには民間事業者との

連携が重要であるということから、現在どの

部署でどのような体制で取り組むことが有効

なのか検討している段階でございます。 

また、ふるさと納税について専門のノウハ

ウを有するアドバイザー等の外部人材の利活

用についても、その可能性を関係部署と協議

してまいりたいと考えております。 

いずれにいたしましても、ふるさと納税に

つきましては、返礼品を含めた当市の魅力度

アップが何よりも重要であると考えておりま

すので、それらを推進できるような行政組織

の編成、それから適材適所の人員配置に努め

てまいりたいと考えております。 

以上でございます。 

○議長（加澤 明君） 市長。 

○市長（小檜山吉紀君） ただいまの数字に

関する結果について、認識が甘かったという

ことについては、おわび申し上げたいと思い

ます。 

ただ、市長に結果として数字が出てくるも

のについては、通告してからしていただけれ

ば満足のいく回答ができると思います。いき

なりぼかっときて、これこれこれと数字を言

われてみても、私の頭の中には入っていない

部分もありますので、その辺のところを通告

していただければ大変助かります。 

以上です。 

○議長（加澤 明君） 鈴木議員。 

○７番（鈴木重正君） 大変申し訳ないので

すけれども、今、市長が言われたことが、す

みません、私、理解ができなかったです。過

去３か年の実質的な収支について通告をいた

しました。それで９００幾らという答弁があ

りました。その後の答弁で、市長自らの口

で、９００何ぼだけれども、そこから交付税

云々で戻ってくるので、実質的にはもっと赤

字というのは減っている、少ない額ですとい

う答弁が、市長自らの口から出たのです。そ

れに対して私は聞いたのです。どうでしょ

う、皆さん、違うのかな、認識が。私が言っ
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ているのは間違っているか。部長、どうです

か。 

なので、今の市長の発言というのは、私は

看過できない。ちゃんと通告しているではな

いですか。それに対して市長の自らの口から

出たのです、言葉が。私、別にその赤字は何

ぼですかと聞いているわけではないです。実

質的収支額の実績過去３か年教えてください

と言ったところ、繰り返しますけれども９０

０幾ら赤字ですと言葉が出ました。市長自ら

が、だけれども、９００何ぼだけれどもと、

市長自らの口から出たのです。 

（「議事録、確認したらいいのではないです

か。どちらが正しいか。」と発言する者あ

り） 

○議長（加澤 明君） 発言は挙手の上、

今、鈴木議員が発言していますので、よろし

くお願いします。 

○７番（鈴木重正君） では、分かりまし

た。議長、議事進行で、暫時休憩を取って議

事録を確認してください。もし市長がそうで

ないと言うのであればいいです。市長の認識

が間違っていたというのであればいいですけ

れども、違うのだと。私が通告しなかったか

ら、市長があやふやな答弁をしたのだという

ことであれば、私は謝ります。議事録を確認

してください。市長、いいですか。もし違っ

たら市長が謝ってください。そんな甘ったる

いというか、変な考えでは駄目だ。 

○議長（加澤 明君） 鈴木議員、議事録は

確認します。今、進行中の寄附金受入れ増加

の取組に関しての再々質問はありますか。 

（「今よろしいですか、立って。」と呼ぶ者

あり） 

 どうぞ。鈴木議員。 

○７番（鈴木重正君） 再々質問は、今の市

長の再質問の答弁が今このような答弁だっ

た。私の通告がないから、そこをもう１回き

ちんとした上で再々質問させていただきたい

と思います。 

○議長（加澤 明君） そうすると、取組に

関してのところの再々質問は、それがなけれ

ば質問できないということでよろしいです

か。（「はい」と呼ぶ者あり） 

それでは、議事録確認のため、暫時休憩い

たします。 

午前１０時４９分 休憩 

──────────────── 

午前１１時０３分 再開 

○議長（加澤 明君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

先ほどの鈴木議員の確認いたしました。誤

りがありました。市長に答弁していただきま

す。 

市長。 

○市長（小檜山吉紀君） 先ほどの９３７万

円の赤字に関しての私の発言に、一部誤りが

ありました。大変申し訳ございませんでし

た。 

（「もういいのですか。」と呼ぶ者あり） 

○議長（加澤 明君） 鈴木議員。 

○７番（鈴木重正君） 議事進行です。再々

質問ではなく、議事進行です。 

○議長（加澤 明君） 鈴木議員。 

○７番（鈴木重正君） 誤りがあったという

のは分かったけれども、先ほど通告がなかっ

たからどうのという部分についてはどうなの

か。市長、先ほどおっしゃった。細かい数字

をいきなり聞かれても困るのだと。私、聞い

ていないのだよ。鈴木議員。聞いていませ

ん。聞いてないにもかかわらず市長から、そ

んな細かい話、市長に突然聞かれても困りま

すというお話をされました。そこを議事録で

確認していただきたいというのを私は言った

つもりなのですけれども。だって、そもそも

９００何ぼ誤りだというのは、政策部長しゃ

べっていた。誤りとは言わなかったけれど

も、９００何ぼです。そこの部分で暫時休憩

を取ったと私は思っているのですけれども、

皆さん違うのかな。そこをきちんとしてくだ

さい。 

○議長（加澤 明君） 市長、それを含めて

ということでよろしいでしょうか。よろしい

ですか。それを含めての先ほどの弁明という
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か、誤りの訂正だということです。 

鈴木議員。 

○７番（鈴木重正君） いやいや、先ほど９

００幾らが誤りだと言ったでしょう。私が聞

いていないにもかかわらず、数字を聞いてい

ないにもかかわらず、いや、そんなことを通

告もなしで聞かれても困る、まあ困るとは言

わなかった。正確な表現は別、ニュアンスと

してはそういうことを市長がおっしゃったの

です。それに対してどうなのですかと私は聞

いている。私が、通告しなかった私が悪いの

か、市長の受け止め方が悪いのか、市長の発

言が間違っていたのか、そこをはっきりして

ください。 

○議長（加澤 明君） 市長、答弁を願いま

す。 

再度、暫時休憩します。 

午前１１時０７分 休憩 

──────────────── 

午前１１時１８分 再開 

○議長（加澤 明君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

先ほどの鈴木議員の意見に対しましての、

議事進行に対しましての答弁を市長からして

いただきます。 

市長、よろしくお願いします。 

○市長（小檜山吉紀君） 私の先ほどの通告

に関しての全ての発言を撤回いたします。申

し訳ございませんでした。 

○議長（加澤 明君） 鈴木議員、再々質問

はありますか。 

（「ないです」と呼ぶ者あり） 

以上で、鈴木重正議員の質問を終わりま

す。 

それでは、一般質問を次に移ります。 

春日洋子議員の登壇を願います。 

春日議員。 

○１５番（春日洋子君） １５番、公明党の

春日洋子でございます。 

通告の順に従い、質問してまいります。 

初めに行政問題の１点目、災害用ドローン

の導入についてお伺いします。 

日本は外国に比べて、台風、大雨、大雪、

洪水、土砂災害、地震、津波などの自然災害

が発生しやすい国土であり、近年は全国各地

で自然災害が頻発し、甚大な被害が発生して

おり、地球温暖化の進行に伴い、気象災害の

激甚化、頻発化が続くことが予想されていま

す。現在では、堤防の整備や地震に対する技

術の進歩などにより、死者、行方不明者の数

が１,０００人を超えることはなくなったと言

われていますが、１９９５年１月の阪神淡路

大震災では、死者、行方不明者がそれまで最

大の６,４３７人となり、２０１１年３月の東

日本大震災では、阪神淡路大震災の３倍以上

の２万人を超える死者、行方不明者が出まし

た。 

気象庁によると、２０２４年の地震発生数

は、本年８月１日時点で２８０回を超えてお

り、過去５年間における１年間の地震発生数

を大きく上回る数となっております。 

災害発生時には、迅速な被災状況の掌握と

住民の安否確認が求められ、神奈川県横須賀

市、茨城県高梁市などでは、災害が発生した

際、道路状況や被災状況などの情報収集をす

る手段の一つとして、ドローンを活用した災

害対策の強化を進めています。 

また、県内１１消防本部のうち、八戸地

域、つがる市、鯵ヶ沢地区において導入され

ており、本年４月からは下北消防本部で導入

されています。 

本市においても、いつ発生するか分からな

い自然災害のために、日頃から備えをしてお

くことが最も大切であり、災害対策の強化に

向け、災害用ドローンの導入を検討すべきと

考えます。導入に向け、本市の御見解をお伺

いします。 

次に、２点目の災害用マンホールトイレの

設置についてお伺いします。 

国土交通省と内閣府は、２０２０年１０月

２３日、災害時における避難所の環境整備を

図るため、市町村にマンホールトイレの整備

を検討するよう求める通知を初めて出しまし

た。 
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マンホールトイレは、災害時にマンホール

の蓋を外して簡易トイレを置き、テントで

覆って使用するものであり、排泄物が下水道

に直接流れて衛生的であるほか、地面と段差

なく設置できることから、車椅子利用者の方

へのバリアフリー対策としても有効です。 

災害時において、トイレが不衛生で不快な

状況であると、トイレに行く回数を減らすた

めに水分などを控えた結果、健康被害を引き

起こし、震災関連死につながるおそれがあり

ます。 

これらの防止策の一つとして、マンホール

トイレは仮設トイレや簡易トイレと比較し、

衛生面でも日常使用している水洗トイレに近

い環境を確保することができます。 

通知では、自治体の下水道と防災の両部門

が連携して整備を検討するよう市町村に要請

しており、設置方法や先進事例を示したガイ

ドラインや、下水道管の避難所までの延伸な

ど、整備費を支援する防災安全交付金の活用

を促し、普及につなげたいとしています。 

本市においても、マンホールトイレの設置

に向けて積極的に検討すべきと考え、御見解

をお伺いします。 

次に、３点目の重層的支援体制整備事業に

ついてお伺いします。 

介護や福祉、子育て、生活困窮など、複雑

化、複合化した住民の悩みに対応する、断ら

ない相談支援を柱とした、重層的支援体制整

備事業が、施行初年度の４２市区町村から、

今年度中に３４６市区町村で実施される予定

であるとのことであり、２０２１年度から始

まった同事業は、全国各地で推進されていま

す。 

重層事業は、市区町村が包括的な支援体制

を構築できるよう、国が各分野の補助金を一

括交付できる仕組みをつくり、２０２１年度

から施行されています。制度に人を合わせる

のではなく、人を中心として関係機関が伴走

型で支援を行うのが特徴であり、断らない相

談支援を柱として、孤立した人の社会参加を

促す参加支援、居場所の確保といった地域づ

くり支援を一体的に実施します。 

２０２１年度から重層事業を実施している

福井県坂井市では、高齢の親とひきこもりの

子が同居する８０５０世帯や介護と子育ての

ダブルケア等、複数の課題を抱えるケースの

解決に向け、市民からの相談を、高齢者、障

害、子供、生活困窮などの福祉分野の全ての

課で、内容を問わず受け入れる体制を整備し

ています。複数の課をまたぐ支援が必要な場

合には、各課に配置された相談支援包括化推

進委員が連携し、支援の調整を行っており、

それでも対応が困難な事例については、各部

局の担当者などで、月１回以上開催している

「さかまる会議」、いわゆる坂井市民の相談

を丸ごと受け止める会議の課題に乗せ、支援

の方向性や各課の役割を話し合っているとの

ことです。 

一例を紹介しますと、ある御家族は６０代

の夫婦と３０代の無職の子、８０代の祖母の

３世代が同居、母親には精神障害があり、家

計管理を担っていた父親が倒れたことで、生

活が成り立たなくなりました。祖母から相談

を受けた地域包括支援センターは、課題を自

分たちだけで抱えず、さかまる会議において

協議、その後、自立支援や障害福祉、医療な

ど、これまで利用されていなかった具体的な

支援につなげることができたというもので

す。 

このように、介護、障害、子供、生活困窮

などの各分野の既存事業のはざまにいる方へ

の支援を可能にするものとされていることか

ら、本市においては、重層的支援体制整備事

業をどのように進めていかれるのか、お考え

をお伺いします。 

次に、４点目の終活情報登録事業の導入に

ついてお伺いします。 

高齢化が進む中、核家族化や配偶者との死

別、離婚、未婚などにより、お一人様とも呼

ばれる単身高齢者は、この２０年で倍増し、

約６７０万人となり、２０４０年には約９０

０万人に達する見込みと言われています。 

頼れる家族がおらず、亡くなった後、遺体
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を引き取る人がいなければ、無縁遺骨となっ

てしまいます。 

こうした課題と向き合い、本人の尊厳を守

る終活支援に取り組むことが求められていま

す。 

終活情報登録事業は、意思表示できなく

なったり亡くなったりしたときに、終末期、

死後に関する本人の希望を実現するのが目的

であり、登録する情報は、緊急連絡先、エン

ディングノートの保管場所、葬儀や遺品整理

の契約先、遺言書の有無、保管場所などで、

病気、事故などの際、医療機関・警察開示先

として、本人が登録した人たちに情報が伝え

られるものです。 

家族の有無にかかわらず、誰もが安心して

生きていき、亡くなった後も尊厳が守られる

仕組みが必要であると考えます。 

そこで、導入に向けて、本市の御見解をお

伺いします。 

最後に、５点目の、帯状疱疹ワクチンが定

期接種化された場合の対応についてお伺いし

ます。 

中高齢に多く、皮膚に痛みやかゆみを伴う

発疹が帯状に現れる帯状疱疹のワクチンが、

接種費用を公費で助成する定期接種に加わる

見通しとなりました。厚生労働省の専門委員

会が、本年６月２０日、定期接種化は差し支

えないと結論づけたもので、今後、同省の専

門部会で、対象年齢やワクチンの種類などを

議論し、最終判断するとされています。 

帯状疱疹は、多くの人が幼少期に感染する

水痘、水疱瘡と同じウイルスが原因であり、

加齢や疲労などの免疫力の低下に伴い、神経

に潜伏していたウイルスが再活性化して発症

します。発症率は５０歳代以降で高くなり、

ピークは７０歳代です。後遺症が残る場合も

あり、予防にはワクチン接種が有効とされて

います。 

ワクチンは現在、全額自己負担の任意接種

に位置づけられており、高いものでは約４万

円程度になります。専門委員会では、定期接

種化に向け、国内で使用されている１回接種

の生ワクチンと、不活化ワクチンの安全性や

有効性を確認し、費用対効果が期待できると

しました。厚生労働省ワクチン基本方針部会

での定期接種の対象年齢が議論の途中ではあ

りますが、帯状疱疹は５０歳から発症が増

え、５０歳～６０歳代の発症は全国の４２％

との疫学報告もあり、帯状疱疹後の神経痛の

発症も１５％以上と報告されています。 

神経痛による疼痛が残存した場合、約３分

の１の人は１年後でも持続するとの報告があ

り、直接医療費は約４万円～６万円と推計さ

れています。 

そこで、５０歳以上からを対象とすべきと

考えるものですが、定期接種化された場合、

本市においては対象年齢を何歳からに設定さ

れるのか、また既に公費助成を実施している

全国の自治体の７５％は半額以上で接種費用

を助成しています。助成額は、接種率にも大

きく影響すると考えられることから、半額に

することが望ましいと考えています。 

本市においては、今後どのように検討され

るのかお伺いします。 

以上で、壇上からの私の質問を終わりま

す。 

御答弁をよろしくお願いいたします。 

○議長（加澤 明君） ただいまの春日洋子

議員の質問に対する当局の答弁を求めます。 

 市長。 

○市長（小檜山吉紀君） ただいまの春日議

員御質問の行政問題の３点目、重層的支援体

制整備事業については私から、そのほかにつ

きましては担当部長からお答えをさせますの

で、御了承を願いたいと存じます。 

重層的支援体制整備事業は、市町村におい

て、属性を問わない相談支援、参加支援、地

域づくりに向けた支援の三つの支援を一体的

に実施することにより、地域住民の複合化・

複雑化した支援ニーズに対応する包括的な支

援体制を構築することを目的として、令和３

年４月１日の施行の社会福祉法の改正により

創設されました。 

当市の支援体制の現状につきましては、福
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祉問題全般に関わる総合相談窓口を生活福祉

課内に設置し、多くの課題を抱え、困窮した

方への相談支援を行っております。 

しかしながら、相談内容は生活困窮のほ

か、介護、障害及び子育てなど様々な要因が

複合的かつ複雑化しているところでありま

す。 

このことから、複合的かつ複雑化した問題

や包括的な支援に対応するため、福祉、教育

などの関連部署をはじめ、各関係機関と相談

支援員が綿密な連携を図り、積極的に情報を

共有し、相談者の意向に沿った切れ目のない

支援を行い、生活課題の解決に取り組んでい

るところであります。 

しかしながら、社会の在り方が変化してい

る中、複雑・多様化する支援ニーズに対応す

るためには、今後より重層的な多職種連携に

よる支援体制づくりは必要であると認識して

おります。 

そのような現状から、今後におきまして、

重層的支援体制整備事業については、検討課

題とし、地域社会からの孤立を防ぐための交

流、活躍の機会を確保する地域づくり支援な

ど、既に実施している自治体からの情報収集

を進めるとともに、人口規模や地域特性等に

合った相談支援、参加支援、地域づくりに向

けた体制について調査・研究してまいりたい

と考えております。 

私からは、以上であります。 

○議長（加澤 明君） 総務部長。 

○総務部長（織笠一任君） 行政問題の第１

点目、災害用ドローンの導入についてお答え

いたします。 

小型の無人航空機である災害用ドローン

は、迅速な状況把握や被災地へのアクセスが

困難な場合においても、空から情報を収集す

る手段として非常に有効であり、災害対応の

初動を迅速化し、的確な意思決定を支援する

ことが期待できるものとして、多方面におい

て利活用されているところでございます。 

一方で、降雨・降雪や強風時に使用が難し

い点や、映像撮影が個人のプライバシーに影

響を与える可能性があるなど、適切な運用基

準の策定が必要となるほか、市職員がドロー

ンを操作するに当たっては、専門的な知識や

技術の習得に少なからず時間と費用を要する

ことが想定されるものでございます。 

御質問の災害用ドローンの導入につきまし

ては、発災時の被災状況の把握、情報収集に

おいて大変有効であると認識しておりますこ

とから、専門的な知識と技能を有する民間企

業者との災害協定の締結も含め、調査・研究

を進めてまいりたいと考えております。 

行政問題の第１点目、災害用ドローンの導

入については以上でございます。 

次に、行政問題の第２点目、災害用マン

ホールトイレの設置についてお答えいたしま

す。 

マンホールトイレとは、下水道管路にある

マンホールの上に簡易なトイレを設置するこ

とで、トイレが不足する災害時に排泄物を迅

速に処理することができ、避難所などで使用

する目的から近年整備が進んできているもの

でございます。災害時に避難所や公共施設に

設置することにより、避難者が安心してトイ

レを利用できる環境を提供し、避難生活によ

るストレス等の軽減につながることで、健康

被害を防ぐことが期待されます。 

一方で、災害による下水道管路の損傷や終

末処理場が被災した場合、さらには積雪や凍

結が伴う冬期間には使用が困難になる場合も

ございます。 

当市といたしましては、災害時のトイレに

係る問題は大変重要であると認識しており、

携帯トイレの備蓄を進めているところでござ

います。 

御質問のマンホールトイレの設置につきま

しては、災害時に使用することができる有効

な施策の一つであると考えられることから、

他自治体における整備状況等を含め、有効性

や実用性を調査・研究してまいりたいと考え

ております。 

以上でございます。 

○議長（加澤 明君） 健康福祉部長。 
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○健康福祉部長（大塚勤光君） 行政問題の

第４点目、終活情報登録事業の導入について

お答えいたします。 

終活情報登録事業は、高齢者が病気や事故

などで意思表示が困難になったり、亡くなっ

たときに備えて、あらかじめ本人が希望する

緊急連絡先や終活関連情報を市に登録するこ

とで、必要時に医療機関や警察、本人が指定

した御家族等からの照会に対し、本人に代

わって市から登録情報をお伝えするものでご

ざいます。 

誰もが安心して老後を過ごし、満足する形

で最期を迎えられるよう、終活をサポートす

ること、そして身寄りのない人や家族がいて

も支援を受けられない人が、亡くなった後の

手続をスムーズに進められるようにしておく

ことは、国や自治体を挙げての大きな課題と

なっております。 

当市におきましては、地域の高齢者の総合

相談窓口として、地域包括支援センターを設

置し、住み慣れた地域で安心して生活を継続

できるように、適切なサービスや関係機関及

び制度の利用につなげるための総合相談支援

を行っております。その総合相談件数は年間

１,５００件を超え、その中でも認知症や権利

擁護についての相談件数が、令和３年度は１

５７件、令和４年度は２２８件、令和５年度

は２６７件と増加しており、今後もさらに増

え続けるものと推測しております。 

また、令和３年度には、人生の最終段階に

おける意思を自分自身で考える動機づけとし

て、本人が望む医療やケアへの実現へつなげ

ていくことを目的とした未来ノートを作成

し、市内及び近隣地域の医療機関や介護事業

所等への配布のほか、一般介護予防活動支援

事業の出前講座や総合相談窓口での普及啓発

に努めているところであります。 

今後におきましては、市民が自分の希望ど

おりに最後を迎えることができるために、未

来ノートの内容を精査し、引き続き終活支援

の理解と普及に努めるとともに、終活情報登

録事業の導入に向けて、先進事例を参考にし

ながら、調査・研究してまいりたいと考えて

おります。 

行政問題の第４点目につきましては、以上

でございます。 

続きまして、行政問題の第５点目、帯状疱

疹ワクチンが定期接種化された場合の対応に

ついてお答えいたします。 

帯状疱疹ワクチンは、発症予防及び重症化

予防に一定の効果が期待されるものの、予防

接種法に定められていない任意接種であるた

め、現在、接種費用は全て自己負担となって

おります。 

この帯状疱疹ワクチン接種費用の助成につ

きましては、これまでワクチンの安全性や費

用対効果について、国で審議されていたこと

から、令和５年第１回定例会及び令和６年第

２回定例会において、国の定期接種化への検

討状況を注視し、慎重に判断する旨の答弁を

したところでございます。 

その後、議員御認識のとおり、令和６年６

月２０日に開催された第２６回厚生科学審議

会小委員会において、定期接種化することは

差し支えないとの結論が出されました。 

現在は、同審議会の予防接種基本方針部会

におきまして、対象年齢や用いるワクチンに

ついて検討されている状況であります。 

当市といたしましては、今後、帯状疱疹ワ

クチンが国における定期接種として決定され

た際には、国の方針や現在実施しております

インフルエンザワクチン等の接種費用助成と

の整合性及び他自治体の動向等を見極めなが

ら、助成対象者及び助成額等について検討し

てまいりたいと考えております。 

以上でございます。 

○議長（加澤 明君） 春日議員。 

○１５番（春日洋子君） 御答弁ありがとう

ございました。ただいまの御答弁に対しまし

て、再質問をさせていただきます。 

初めに行政問題の１点目、災害ドローンの

導入について再質問をさせていただきます。 

ドローンの操縦は、御答弁の中にも示され

たとおり、専門的な知識、技量を有する、費
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用、また時間的にも様々な必要性がございま

す。 

そこで、御答弁の中で、災害ドローンの導

入については、民間企業と災害協定の締結も

含め調査・研究してまいりたい。非常にあり

がたい前向きな答弁であると受け止めまし

た。 

そこで思いますのは、やはり今後できるだ

け早い時期にこの協定の締結をすべき、着手

すべきという思いに至るわけですけれども、

現段階ではいつ頃を目指していかれるお考え

であるか、この場でお答えできる範囲でお聞

かせいただきたいと思います。 

○議長（加澤 明君） 総務部長。 

○総務部長（織笠一任君） ただいまの災害

協定の締結はいつ頃を目指しているのかとの

再質問にお答えいたします。 

災害時におけるドローンの活用について

は、先ほど答弁でも申し上げましたとおり、

大変有効であると認識しておるところでござ

います。 

御質問の協定締結はいつ頃かということに

つきましては、協定は相手方のあることであ

りますので、具体的な年次をお答えできる状

況にはございませんが、いつ発生するか分か

らない災害に備え、ドローンを活用できる体

制を速やかに整備することが必要であると考

えますことから、できるだけ早期の災害協定

の締結を目指し、各ドローン事業者の調査や

協定内容の検討を進め、スピード感を持って

取り組んでまいりたいと考えております。 

以上でございます。 

○議長（加澤 明君） 春日議員。 

○１５番（春日洋子君） ありがとうござい

ました。ぜひ今後の取組を期待させていただ

きます。よろしくお願いいたします。 

次に、２点目の災害用マンホールトイレの

設置について再質問をさせていただきます。 

先般、十和田市においての女性防火クラ

ブ、県内から集った研修会がございまして、

私も参加をさせていただきました。この際、

災害時のドローンの活用がいかに有効である

か、講師のこの講演をお聞きしながら強く

思ったところでございます。消防長も御出席

をなさっておりました。 

私は、市民の方々から様々、私も女性防災

リーダーの育成プログラムに入りまして、災

害時の簡易トイレ、凝固剤を使ったトイレ

等々いろいろな方法があるということは、私

なりに知識を深めることができました。 

そこで、これまでたびたび同じ女性防災

リーダーの志を持っている方から、三沢市に

おいてもマンホールトイレを設置できないも

のか、ぜひ取り組んでもらいたい、こういう

声がこれまでたびたび私の元に寄せられてお

りました。 

改めて申し上げますと、マンホールトイレ

の最大の魅力は通常の水洗トイレに近い感覚

で使用できる、衛生的に使用できる、快適に

使用できる、こういうことであります。前段

でも申し上げましたとおり、段差等で足元が

ちょっと不安な方々等も安心して使用でき

る、数々のメリットがあるだろうと私は思っ

ておりました。 

そこで、今後、三沢市においても、このマ

ンホールトイレの設置に向けて調査・研究、

検討を進めていただけるものと期待をしたい

と思っておりますけれども、その具体的な考

え、今後の展望ですけれども、その点につい

てお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（加澤 明君） 総務部長。 

○総務部長（織笠一任君） ただいまのマン

ホールトイレ設置の具体的な考えはあるかと

の再質問にお答えさせていただきます。 

マンホールトイレを設置するには、事前に

避難所等の公共施設の敷地内の適切な場所に

下水道管路を延伸する必要があります。ま

た、水源を確保する必要もあることから、そ

れらに多額の費用を要することが考えられま

す。 

そのため、当市におけるマンホールトイレ

の設置については、現段階においては、具体

的な設置計画をお示しすることはできません

が、今後における公共施設の改修や建て替え
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等の機会を捉えて、各施設所管課、下水道課

及び防災危機管理課で連携し、マンホールト

イレの設置に向けて検討を進めてまいりたい

と考えております。 

以上でございます。 

○議長（加澤 明君） 春日議員。 

○１５番（春日洋子君） ありがとうござい

ました。今、ありがたい御答弁だなと思って

耳を傾けておりましたけれども、実は全国の

中で、今、総務部長が示してくださった手

法、今後、公共施設の改修、建て替え、また

避難所に類する、例えば地域の集会所等々の

新築、避難所となり得る場所という前提では

ありますけれども、そういう機会を捉えてど

んどん増やしているという自治体もございま

すので、ぜひまた何か参考になるものがある

のではないのかなとの思いでお聞きしており

ましたので、今後の取組をよろしくお願いい

たします。 

次に、３点目の重層的支援体制整備事業に

ついて再質問させていただきます。 

御答弁の中でも示していただきましたとお

り、三沢市では総合相談窓口、生活福祉課に

設置し、相談支援を行っていることは承知し

ているところでございます。相談員の方々、

これまでもう数年来、本当にお一人の方のお

困り事に寄り添って、安心して次のまた生

活、人生を歩めるように、どれほどの思いで

相談に取り組んでいらっしゃるかということ

は、私も折々にお聞きし、そして感謝をして

いる一人でございます。 

そこで参考にでございますけれども、これ

までこの総合相談窓口におきまして、受けた

件数、その主な相談内容等について参考にお

聞かせいただければと思っております。 

また、これまで併せてですけれども、相談

内容が本当にこの時代複雑化している、複合

的……、一つではないということです。そう

いう現状だからこそ、この複合的な課題を持

つ方、持っていらっしゃる方、またその御家

族をサポートしていくための体制をつくると

いうのが、重層的支援体制整備事業であると

いうふうに私なりに受け止めているところで

あります。重要であるというふうに思ってお

ります。 

この事業をスタートするに、そこまで様々

な形をつくっていくには、困難、年数、月日

も必要であるだろうということも私なりには

理解をしているところでありますけれども、

今後どのような支援体制を目指していかれる

のか、この２点についてお答えいただきたい

と思います。 

○議長（加澤 明君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大塚勤光君） ただいまの

春日議員の再質問にお答えしたいと思いま

す。 

まず、総合相談窓口での相談件数とか、こ

れまでの相談内容、どのような相談内容だっ

たというのが１点目と、それからどのような

これから支援体制を目指していくのかという

のが２点目だったと思いますけれども、その

２点についてお答えしたいと思います。 

まず、総合相談窓口での相談件数でござい

ますが、令和３年度は９８件、令和４年度は

１２６件、令和５年度は６０件となっており

ます。 

この主な相談内容といたしましては、就労

支援とか家計改善、それからひきこもりに関

する相談、それから介護、障害、子育て等々

多岐にわたっております。 

令和５年度における関係機関との連携した

実績では、ハローワークと連携した件数が３

件で社会福祉協議会が１件、それから障害や

子育てが５件、税務課が２件、介護福祉課が

３件となっておりまして、その他の相談につ

きましては、生活福祉課が単独で対応してお

ります。 

そして、２点目の今後の支援体制について

どのように考えているかということでござい

ますが、今現在の相談に対する対応というの

は、生活困窮であったり、障害であったり、

介護であったり、それぞれの課で個別に対応

して、必要であれば関係機関と連携して支援

しているというやり方になっておりますが、
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将来的には、この複雑多様化する課題に対し

ましては、最初から関係機関が一体となった

取組、一体となった支援をするという仕組み

づくりが必要になってくると思いますので、

その辺の方向性等を今後検討してまいりたい

と考えております。 

以上でございます。 

○議長（加澤 明君） 春日議員。 

○１５番（春日洋子君） ありがとうござい

ました。 

相談員の方々、本当に努力をし、知識を深

め、それがやはり最初から市全体での支援体

制というのは非常に今後望まれると思います

ので、よろしくお願いいたします。 

次に、４点目の終活情報登録事業の導入に

ついて再質問させていただきます。 

御答弁では、終活情報登録事業の導入に向

け、先進事例を参考にして調査・研究してま

いりたい、非常に前向きな答弁だと受け止め

ました。 

そこで、この事業の中で、登録できる情報

というのは幾つもございまして、その項目の

一つに、エンディングノートの保管場所とい

うものがございます。部長も御答弁で申し上

げていただきましたけれども、三沢市におき

まして、令和３年度にエンディングノート、

未来ノートとして作成していただきました。

私も活用させていただいております。ありが

たく思っておりました。この関係機関への配

布、出前講座などで普及啓発に努めていると

いうことでございましたけれども、残念なが

ら申し上げにくいことではありますけれど

も、これまで地域の方々、友人、知人の中

で、介護予防教室等の中で参加をしたとき

に、三沢市が作成してくださった未来ノー

ト、この存在を承知している方が、その場で

は全くいらっしゃらなかったということを非

常に私、気になってございましたので、この

機会に終活情報登録事業、今後これを目指し

ていくに当たって、登録できる情報、この中

にエンディングノートの保管場所があるわけ

です。改めて申し上げさせていただきました

けれども、そこでひたひたと今後、もう既に

手元にあり、そして記入をしていらっしゃる

御家族にもその存在をお話をしていらっしゃ

る方がいらっしゃるかもしれませんけれど

も、一方で全く御存じない方もいらっしゃる

のかなという思いがございますので、この機

会にさらに多くの方が御活用いただけるよう

に、改めて周知をしていただきたい、またそ

の必要があるのではないかという思いに至っ

ているところでございます。 

そこで再質問としまして、今後この未来

ノートをどのように普及、促進されていくの

か、努めていかれるのかというこの点を再質

問させていただきます。 

○議長（加澤 明君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大塚勤光君） ただいまの

春日議員の再質問にお答えしたいと思いま

す。 

今後、どのようにこのエンディングノー

ト、未来ノートの普及を図る、周知していく

かということだと思いますけれども、確かに

先ほど春日議員からも御指摘がありましたけ

れども、そういった市民の方からいろいろな

意見があって周知不足というのは否めないと

ころだと感じております。 

今後におきましては、希望する方が簡単に

入手できて、終活を考えていただく一助とな

るように、市のホームページとか、広報みさ

わ、ＳＮＳでの周知はもちろんでございます

が、寺子屋の終活講座の推奨とか、窓口での

配布、それに併せて窓口での書き方を教えて

あげたり、書き方の講座を開いたり、気軽に

手に取って書いてもらえるような普及に努め

てまいりたいと考えております。 

以上でございます。 

○議長（加澤 明君） 春日議員。 

○１５番（春日洋子君） ありがとうござい

ました。ぜひよろしくお願いいたします。 

最後になります。帯状疱疹ワクチンが定期

接種化された場合の対応について再質問させ

ていただきます。 

最近お目にかかった３０代と５０代の方で
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ございました。偶然お会いしたわけですけれ

ども、その方々から、今現在、帯状疱疹に

なっているとお聞きいたしました。 

お一人の方は３０代の方でございます。頬

から耳、頭全体、そしてまたお一人の５０代

の方は、脇全体が四六時中、針で突き刺され

ているような激しい痛みが続いている。これ

は皆さんもどのような症状が起こるかという

ことを、ある程度皆様も認識をされていると

思いますけれども、非常にお気の毒、食欲も

減退、仕事も何とか休まずに出勤しているけ

れども、なかなか集中する、激痛に耐えなが

ら出勤しているということでありまして、非

常にお気の毒、誰もこういう目に遭いたくな

いわけですけれども、お二人ともそれぞれの

場面でお会いしたわけですけれども、何かつ

いつい、何か大変な状況がありましたかとい

うふうに、どうしても言葉になってしまいま

す。そうしましたら、お二人とも、何で自分

が帯状疱疹になったのか全く分からない、皆

さん、そうですよね。なぜそうなのか、帯状

疱疹だけではなくて、いろいろな病気があり

ますけれども、なぜ自分がこうなったのか、

思いが頭によぎるというのは、それは不思議

ではないというふうに思っております。 

そこで、今現在、国の方針、定期接種化に

向けて進んでいく、このことを非常に期待し

ている一人ではありますけれども、予防する

ために、もちろん大前提、私はワクチン接種

が有効であるということは思っているわけで

すけれども、一方で、まだ自費で接種してい

る方もいらっしゃいますけれども、一方で、

ワクチン接種とともに、日常生活の中で、自

分自身が気をつけて予防を心がけていくとい

うことも大事ではないかと、皆さんそれぞれ

健康に気をつけて生活をなさっている中で、

思いもかけない状況になる。なるべくそうい

うつらい痛み、苦しい思いをしないでいくの

が誰もが望むところでありますけれども、そ

こで、この機会に予防を心がけていく、そう

いうことを前提にした情報発信もできればい

いのかなという思いに至ったところですけれ

ども、このことについて、現在の御見解をお

伺いさせていただきます。 

○議長（加澤 明君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大塚勤光君） ただいまの

帯状疱疹の予防に関する、また情報発信に関

する再質問についてお答えしたいと思いま

す。 

帯状疱疹は、日本人は成人の約９割がウイ

ルスの抗体を持っていると言われておりまし

て、加齢や疲労、それからストレスなどで体

の免疫力が低下すると表立って出てくると言

われております。これは、対応が遅れると、

本当にきついといいますか、合併症とか後遺

症が生じるケースがあるために、発症後は早

期に受診するということが大事になってきて

いると言われております。 

こういったことも含めまして、市といたし

ましては、発症を未然に予防するために規則

正しい生活をすると、そして免疫力の低下を

防ぐということが大切、それから早期治療の

必要性とか、今後ワクチンが定期接種となっ

た場合には、ワクチン接種が大事であるとい

うことを、様々な媒体、ＳＮＳ、広報、ホー

ムページ等を活用しながら、市民に周知して

まいりたいと考えております。 

以上でございます。 

○議長（加澤 明君） 以上で、春日洋子議

員の質問を終わります。 

 これをもって、一般質問を終わります。 

 このまま議事日程を進めます。 

───────────────── 

  ◎日程第 ２ 議案第６４号から 

   日程第２５ 議案第８７号まで 

○議長（加澤 明君） 次に、日程第２ 議

案第６４号専決処分の承認を求めることにつ

いて（令和６年度三沢市一般会計予算（第３

号））から日程第２５ 議案８７号青森県市

町村職員退職手当組合を組織する地方公共団

体の数の減少及び青森県市町村職員退職手当

組合規約の変更についてまでを一括議題とし

ます。 

───────────────── 
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  ◎日程第２６ 総括質疑 

○議長（加澤 明君） 日程第２６ ただい

ま一括議題といたしました全議案に対し、総

括質疑を行います。なお、通告がありますの

で、発言を許します。 

 浅野一朗議員。 

○２番（浅野一朗君） ２番、市民クラブの

浅野一朗です。 

議案第６６号令和６年度三沢市一般会計補

正予算（第４号）について総括質疑いたしま

すので、よろしくお願いいたします。 

本定例会に提出されました、令和６年度三

沢市一般会計補正予算（第４号）における病

院事業繰出金として、８億２４３万１,０００

円が予算計上されております。 

当該金額は、補正予算としての歳出として

は異例の金額であり、一般会計への負担は非

常に大きいものであると推察されます。 

令和６年度当初予算において、８億１,１６

３万７,０００円を計上しており、そこから今

回の補正予算の繰出金を加えると、１６億を

も超える歳出になります。また、財政調整基

金を見ると、３億１,５８４万円の減額にな

り、繰出金が財政に大きな影響を与えている

と考えられます。 

それらに加え、本年度、令和６年１０月１

８日に行われた全員説明会においては、病院

の銀行借入れ限度額は、１５億円から２０億

円へと増額になり、さらなる債務の増加が見

込まれます。 

このように、現状の病院事業会計の財政状

況を見ると、赤字が大きく減少するとは考え

難く、また債務に関しましては、さらなる借

入額の拡張が必要になると予想されます。そ

うなった場合、一般会計の負担は、より大き

なものとなっていき、いずれ負担しきれない

状況になりかねません。 

今回の補正予算における病院事業会計への

拠出が一過性のものではなく、今後継続的に

行われていくのではないかと私は非常に懸念

しております。 

以上の点から、今後の財政運営はどのよう

に行っていくのか、当市の財政運営について

お伺いいたします。 

御答弁よろしくお願いします。 

○議長（加澤 明君） 市長。 

○市長（小檜山吉紀君） ただいまの浅野議

員御質問の令和６年度三沢市一般会計補正予

算（第４号）についてお答えいたします。 

令和６年度三沢市一般会計補正予算（第４

号）において、病院事業繰出金として、８億

２４３万１,０００円を計上いたしました。こ

の結果、令和６年度一般会計予算における病

院事業会計への繰出金の総額は、１６億１,４

０６万８,０００円、一般会計歳出全体に占め

る割合にして６.２％となったところでありま

す。 

また、令和５年度の病院事業繰出金は、７

億９,７７０万１,０００円であったことか

ら、対前年比でも約２倍の金額となり、三沢

市の財政にとって大変大きな負担となるもの

であります。 

仮に、病院事業会計への同等の繰出しを今

後も継続するとなれば、これから実施しよう

としている事業はもちろんのこと、現在実施

している事業の継続までにも大きな影響が及

ぶばかりでなく、財政の健全化を維持してい

くことが困難となることになってしまいま

す。 

このような中、三沢市立三沢病院において

は、経営環境の急激な変化に対応すべく、現

在様々な経営改革に着手し、病院会計の改善

に取り組んでいるほか、病院会計へ繰り出す

こととなる一般会計予算におきましても、中

期的な歳入見通しに沿った事業の調整を実施

するとともに、各事業の効果を再検討し、必

要性が低下していると考えられる事業の縮

小、廃止などの見直しを徹底し、今後におい

ても市民サービスの低下を招かないよう、持

続可能な財政運営の実現に努めてまいりたい

と考えております。 

私からは、以上であります。 

○議長（加澤 明君） 浅野議員。 

○２番（浅野一朗君） 市長、御答弁ありが
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とうございました。 

一般会計上、非常に大きな影響があるとい

うことで理解いたしました。特に現在行われ

ている事業の継続にまで影響が及びかねない

というのは、非常に厳しい状況であると思い

ます。そのため、様々な状況の変化があると

は思いますけれども、できる限り早くこれら

に対する適切な対応と、健全な財政運営が行

えるよう期待します。 

以上です。再質問はございません。 

○議長（加澤 明君） 以上で、総括質疑を

終結します。 

───────────────── 

  ◎日程第２７ 特別委員会の設置及び

議案の付託 

○議長（加澤 明君） 日程第２７ 特別委

員会の設置及び議案の付託を行います。 

 お諮りします。 

 ただいま一括議題となっております議案の

審査に当たりましては、８名をもって構成す

る予算審査特別委員会、同じく８名をもって

構成する条例等審査特別委員会をそれぞれ設

置し、これに付託の上、慎重に行いたいと思

いますが、これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（加澤 明君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、予算審査特別委員会、定数８名、

条例等審査特別委員会、定数８名をそれぞれ

設置し、これに付託することに決しました。 

 それでは、議案の付託を行います。 

 予算審査特別委員会には、議案第６４号か

ら議案第７３号までの計１０件、条例等審査

特別委員会には、議案第７４号から議案第８

７号までの計１４件をそれぞれ付託します。 

───────────────── 

  ◎日程第２８ 特別委員会委員の選任 

○議長（加澤 明君） 日程第２８ 特別委

員会委員の選任を行います。 

 ただいま設置されました２特別委員会の委

員の選任については、三沢市議会委員会条例

第８条第１項の規定により、タブレットに配

信しております特別委員会委員及び付託議案

一覧表のとおり指名します。 

 なお、特別委員会委員の方々は、次の休憩

中に委員長、副委員長をそれぞれ互選し、議

長まで報告願います。 

 また、ただいま設置されました各特別委員

会の組織会は、予算審査特別委員会を大会議

室、条例等審査特別委員会を第２会議室にお

いて、それぞれ願います。 

 この際、委員会開催のため、暫時休憩しま

す。 

午後 ０時１８分 休憩 

──────────────── 

午後 ０時２２分 再開 

○議長（加澤 明君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

 先ほど設置されました２特別委員会の委員

長、副委員長の互選の結果を報告します。 

 予算審査特別委員会委員長、下山光義委

員、副委員長、久保田隆二委員。条例等審査

特別委員会委員長、舩見昌功委員、副委員

長、西村盛男委員とそれぞれ決しました。 

───────────────── 

○議長（加澤 明君） 以上で、本日の日程

は終了しました。 

 なお、明日から１１日までは、特別委員会

審査等のため、本会議は休会となります。 

 次回本会議は、１２日午前１０時から会議

を開きます。 

 本日は、これをもって散会します。 

午後 ０時２３分 散会   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


